
１ 日の 会員、 会員の 別会にたく

さんの会員の出席ありがとう いました。

お二 の新任地での を すると に、

新任地でもロータリアンとして していた

きたいと います。

２ 留萌 会議所 年部の第２７回 会の

案 をいた きました。 月 日 ６時

分 業会 ２ 大 ー で されます。

Ｒ より２月会 と３月例会案 を

きました。

Ｒ より２月会 を きました。

地区 議会における 少年奉仕部門のア

ン ートが いております。 年度幹事にお

しします。

ロータリーの 事 より、 委員 の

料 についての資料が いておりますの

で、これも 年度幹事にお しします。

萌っこ 委員会より今回はお りが

のため中止となりましたが、 を き

ました。

いた きました。　 会

日は 別会を いていた き、ありがとう

いました。　 会員

日、 どう 会に多くの会員の 加ありが

とう いました。　 会会

日は 。　
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日は しい時 ありがとう いました。

　燕会計

　 　回　　９ ７０

　今　回　　１００００

　累　計　　６０５，７５０円

「諮問委員会報告」

　諮問委員会委員 　渡部　英次 会員

　 年 月 日、 年 月に改正と

なった国際ロータリー定款細則の変更について

の 案についての諮問の について話されま

した。諮問委員会メンバーは、私と高 会員、

会員、二 会員、 会 、高 幹事、

クト、 部 幹事で います。

　国際ロータリーの審議会は、各クラブがクラ

ブの を させる 会ですが、２つの審議会

があります。一つは規定審議会、もう一つが決

議審議会です。規定審議会は３年に１度 さ

れる審議会で、ロータリーの 規定に変更を

加える制度案とＲＩ理事会の を 明する

明案について審議と が われます。ま

た、決議審議会は 年オンラインで され、

理事会 の意 を 明し、 を う決議案に

ついて が われます。

　審議会 委員は、地区より１ の 委員

が３年の任 で選出され、任 中に される

３回の決議審議会と１回の規定審議会に地区の

として出席します。２０１６年度の２１０地区の

議員は Ｒ の です。２０１６

年 月に世 中のロータリー地区の 議員がシ

に まり、ロータリーの方 の 直しを

い、クラブ運営に大幅な柔軟性を認める決定を

いたしました。これらの決定には、例会の 度

や 所、方法および会員種類に関わる変更が

まれています。それではな 変更が必要かと

しますと、一部の地域でロータリーが に

している一方で、会員数の 少や会員 年

の高 化といった問題に直 している国や地

域もあります。これまで１年 、ロータリーで

は会員資格、職業分類、クラブ運営に 新性を

り入れた 的プロ ラ を してきまし

た。これらの 結果や会員の によると、

例会方法、会員資格、クラブ の 加方法など

についてクラブの柔軟性が多けれ 多いほど、

クラブに が生まれ、 することが分かっ

ています。今回の規定審議会の決定により、す

べてのロータリークラブは例会や出席、クラブ

、会員種類について規定審議会が 認した

新しいオプシ ンを り入れてクラブ細則を

正することが 能となります。た し、これま

での変更を加えないことを選択するクラブは従

来と同じ方法を り続ける事が出来ます。

　例会の 度、 、 性に関することで、

規定審議会の 議員はロータリークラブの例会

の運営方法に関する制 をなくするという制定

案を 的多数で採択し、クラブの健全さは出

席 けで決まるものではないと認識しました。

ＲＩ理事会と審議会 議員は、クラブに の

裁量を与える事を同意しました。

例会の 日と時 を 由に決定する。

必要に応じて例会を変更または中止する。

奉仕プロ クトまたは社 事を例会と

なす。

直接 を わせる例会、オンラインでの例会

その両方を に う例会、あるいは両方の

方法を同時に用いる例会のい れかを選 。

出席要件、または出席要件を満たさなかった

会員の終結に関する方法を める（または

しくする）

　クラブは、少なくとも月に２回、 らかの方

法で例会を う り、例会 度を らす事が出

来ます。た し、各月の最終例会 １日以 に

月 出席 を バ ーに提出するという要件

は変わりません。これらの規定審議会の決定は

準ロータリークラブ定款の現 の規定に変更

を加えるものではありません。例会や出席、ク

ラブの 、会員種類についての変更を採用す

ることをクラブが選択する 、クラブ細則を

正する必要があります。一方で、これらの変
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更を加えないことを選択するクラブは、従来と

同じ方法を維持する事が出来ます。

　Ｅクラブですが、例会方法に関する大幅な柔

軟性を全ロータリークラブに認める事を決定し

た２０１６年規定審議会は、Ｅクラブと従来型のク

ラブを区別する必要がなくなった事を認識しま

した。また、ローターアクターの二重会員身分

を審議会は国際ロータリー細則を変更し、ロー

タリークラブ入会の資格を満たす現役ローター

アクターが、ローターアクト会員であり続ける

と同時に、ロータリークラブに入会出来る事を

認めました。

　入会金を徴収するかどうかの問題ですが、審

議会の決定により、ＲＩ細則とクラブ定款から

「入会金」が削除され、新入会員は入会金を払

わなくても入会できるようになりましたが、各

クラブの裁量で入会金を徴収する事が出来ます。

クラブは、入会金や（そのほかの費用）に関す

る規定をクラブ細則に加える事ができます。

　２０１６年度規定審議会で採択された制定案は、

例会や会員種類に関する柔軟性を認める一方で、

ロータリーの本質から逸脱を認めるものではあ

りません。ロータリアンは、事業や専門職およ

び地域社会のリーダーである事は変わりありま

せん。会員の資格についても変更はありません。

ロータリーの基本的信条であるロータリーの目

的についても変更ありません。親睦、高潔性、

多様性、奉仕、リーダーシップというロータ

リーの価値観についても変更はありません。ま

た、ロータリーの最も大切な特徴の一つである

四つのテストにも変更はありません。

　審議会による変更は、ロータリーの会員資格

資質を脅かすものではありません。むしろこれ

らの変更は第２世紀においてロータリークラブ

が今日的な意味を持ち続け、変化する環境に適

応する能力を与えるものです。

　それでは２０１６年度規定審議会、提出立法案の

採決結果の例を少しあげます。提出案件は１８１

件あり、すべてここで説明は出来ませんので、

その中から少し引っ張り出して、お話をいたし

ます。クラブ運営に関しては、クラブ会計が理

事会メンバーになるよう規定する件＝採択。ク

ラブ入会金を廃止する件＝採択。クラブ入会金

の規定を改正する件＝撤廃。

　奉仕部門では、奉仕の第３部門を改正する件

として、社会奉仕に文化水準を高める事を追加

する件＝否決。

　クラブ例会では、クラブ例会と出席に柔軟性

を認める件＝採択。クラブ例会を月２回と定め

る件＝撤廃。

　出席規定では、２７～２９の出席規定を改正する

件＝撤廃。直接あるいはオンラインの両方によ

る例会出席を認めるよう、出席規定を改正する

件＝採択。メークアップと出席規定免除で、欠

席のメークアップに関する規定を改正する件＝

拒否。出席免除の規定を改正する件で、健康上

の理由他、子供の誕生＝採択。複数のクラブで

２０年以上の会員歴＝採択。などがあります。興

味がある方は、私の所に資料があります。

　諮問委員会としては、出席委員より特に異論

は出ませんでした。会計を理事会メンバーに入

れる件でも、留萌クラブは既に入っております

し、クラブ例会と出席規定に柔軟性を持たせる

についても、メークアップなどに柔軟性を持た

せておりますので、問題はありませんでした。

留萌クラブには直接関係する問題はありません

でしたので、最終的には幹事一任という事で諮

問委員会を終了いたしました。
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